
別 紙 

 

導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 ■人口の推移、人口構造 

令和６年３月３１日時点において、白浜町の人口は１９,９７５人で、昭和

５０年の２６,６１７人のピーク時と比べ、６,６４２人(２５.０％)の減少と

なり、従来から若年層を中心として人口減少が続いている。６５歳以上の高齢

者の人口比率は７,７５６人で、３８.８％と全国平均よりも高い数字となって

おり、生産年齢人口比率は１０,４６７人で全国平均よりも低い５２.４％であ

る。今後も人口の減少や高齢化の進行は続くものと予想される。 

 

■産業構造及び中小企業者の実態等 

令和２年度実施の国勢調査より、産業別の就業人口比率は、第３次産業が７

３.９％を占め、平成２５年度に行った｢白浜町観光産業経済効果実態調査｣で

は、町内全産業の観光依存度は４３.１％との推計が出されており、観光関連

産業のウェイトが極めて大きい状況となっている。しかし、ライフスタイルの

多様化、車社会や情報社会の進展等により、白浜温泉の中心街にあっても空き

店舗の増加が目立つ状況にある。また、農林水産分野では従事者の高齢化や後

継者不足等厳しい状況にある。 

    そうした中、本町の中小企業においても、少子高齢化や労働人口の減少等に 

   よる労働力不足に加えて、所有設備の老朽化といった課題があり、厳しい状況 

に置かれている。 

 

（２）目標 

   本計画の策定により、生産性の高い先端設備等を導入し、生産性の向上、経営 

  改革に取り組んでいけるよう本計画期間中の先端設備等導入計画の認定件数の

目標を５件とし、地域産業の活性化を図ることを目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

   先端設備等導入計画を認定した中小企業者の労働生産性（中小企業等の経営強

化に関する基本方針に定めるものをいう。）が年平均３％以上向上することを目

標とする。 

 

 

２ 先端設備等の種類 

中小企業者による幅広い取組を促すため、本計画において対象とする設備は、中小



企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等全てとする。 

 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

中小企業者による幅広い取組を促すため、本計画の対象地域は、本町の全域と

する。 

 

（２）対象業種・事業 

中小企業者による幅広い取組を促すため、本計画の対象業種・事業は、全て 

の業種・事業とする。 

   ただし、売電を目的とした太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー

発電事業に関しては、その性質から町内の日常的な雇用に結びつくことが少なく、

町内への産業集積等の経済波及効果も希薄であるため、本計画において対象とす

る業種・事業から除く。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

  令和７年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

（１）人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇

用の安定に配慮する。 

（２）公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては

先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。 

（３）町税滞納者及び町税未申告者による先端設備等導入計画は、特段の事情がある

場合を除き、認定の対象としない。 

 

 


